
数字は語る

迫
る
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法

従
業
員
の
理
解
が
課
題
か

　
職
場
内
の
上
司
や
社
歴
の
長
い
社
員
か

ら
の
過
剰
な
暴
言
、
仲
間
外
れ
、
仕
事
の

妨
害
な
ど
、
近
年
よ
く
耳
に
す
る
〝
パ
ワ

ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
パ
ワ
ハ
ラ
）〞。
厚
生

労
働
省
に
よ
る
と
、
２
０
１
８
年
に
各
都

道
府
県
の
労
働
局
な
ど
に
設
置
し
た
総
合

労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
「
い

じ
め
・
嫌
が
ら
せ
」
に
よ
る
相
談
件
数
は

８
万
件
を
超
え
た
。
パ
ワ
ハ
ラ
被
害
者
が

休
職
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も

多
発
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
被
害
を
防

ぐ
た
め
に
、
改
正
労
働
施
策
総
合
推
進
法

（
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
）
が
制
定
さ
れ
、
大

企
業
を
皮
切
り
に
２
０
２
０
年
６
月
か
ら

順
次
施
行
さ
れ
る
。
企
業
側
に
相
談
窓
口

の
設
置
や
再
発
防
止
対
策
を
求
め
る
ほ
か

に
、
行
政
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
、

企
業
名
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
新
法
で
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
を
①
優
越
的
な

関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
、
②
業
務
上
必

要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
、
③

労
働
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
も
の

（
精
神
的
・
身
体
的
苦
痛
を
与
え
る
言
動
）

の
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
定
義
づ

け
て
い
る
。

　
し
か
し
、
関
係
性
や
背
景
、
動
機
、
継

続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
な
ど

を
、
総
合
的
か
つ
客
観
的
な
情
報
に
よ
り

判
断
し
な
け
れ
ば
曖
昧
性
は
拭
え
な
い
。

パ
ワ
ハ
ラ
対
策
を
進
め
る
上
で
の
課
題
と

し
て
、「
管
理
職
の
パ
ワ
ハ
ラ
に
対
す
る

理
解
度
が
低
い
」「
基
準
や
境
界
が
曖
昧
」

な
ど
、
社
内
の
意
識
改
革
の
必
要
も
あ
る
。

ま
た
、
被
害
を
受
け
た
と
訴
え
る
労
働
者

の
捉
え
方
に
も
課
題
が
あ
る
。

　
顧
問
先
の
企
業
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

中
小
企
業
で
は
２
０
２
２
年
４
月
か
ら
施

行
さ
れ
る
が
、
専
門
家
と
連
携
を
と
っ
て

パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
の
意
義
や
理
解
、
被
害

を
な
く
す
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
い
く
必
要

性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。

➡「いじめ・嫌がらせ」などパワハラに関する相談件数

82,797

デ ー タ か ら 時 流 を 読 み 解 く

今月の
数 字

件

出典：エン・ジャパン株式会社

パワハラ対策を進める上での課題は何ですか？※複数回答可

管理職のパワハラに対する理解度が低い

パワハラの基準・境界が曖昧

パワハラされたと訴える人の過剰意識

パワハラされた人が訴えてこない

会社の風土が元から威圧的

経営層のパワハラに対する理解度が低い

一般社員のパワハラに対する理解度が低い

パワハラの発覚、把握が遅れる

訴えられるのを恐れる上司の萎縮

その他

60%50%30%10% 40%20%0%

55%

47%

39%

28%

27%

23%

17%

16%

13%

3%
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P.8～11の危機対策
Q＆Aを、望月建吾
氏がさらに詳細に解
説。誌面に載せきれ
なかった質問の回答
も掲載したレポートを
ダウンロードできます

→詳細はP.11へ

士業事務所の
危機管理
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
により、テレワーク導入や職員が感染した
場合の対策など、働き方や労務管理の変化
が求められている。また、緊急時には情報開
示や従業員の行動規制など、リスク対策の
適切な判断も迫られる。そこで、総務部や人
事部が今回の新型コロナ感染症の対策につ
いて困ったことを、社会保険労務士とリス
ク管理の専門家に解説してもらう。

新型コロナウイルス感染症での
“困った”に答える！

緊急企画

今見直すべき、労務管理とリスク対策

社会保険労務士 ＆ リスク管理の専門家が解説

2001年に宮崎県で開業。宮崎助成
金サポートセンターや宮崎医業経営
サポートセンターを立ち上げ、年間売
上1億円を達成。

所
長 

杉
山
晃
浩
氏

特
定
社
会
保
険
労
務
士
　

杉
山
晃
浩
事
務
所

2018年の開業以来、職員全員がテ
レワークを実施。情報処理安全確保
支援士など多数の資格を持ち、企業
の業務改善も数多く手がける。

代
表 

林 

雄
次
氏

は
や
し
総
合
支
援
事
務
所

（
社
会
保
険
労
務
士
・
行
政
書
士
事
務
所
）

特定社会保険労務士／残業ゼロ将
軍®。2010年に東京都で開業。残業
ゼロの労務管理実績300社以上、人
事制度づくり支援実績300社以上。

代
表
社
員 

望
月
建
吾
氏

社
会
保
険
労
務
士
法
人

ビ
ル
ド
ゥ
ミ
ー
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

2006年、リスクマネジメントに特化し
た同社を設立。全社的リスクマネジメ
ントや事業継続計画など企業のリスク
マネジメントを支援。

取
締
役
副
社
長 

勝
俣
良
介
氏

ニ
ュ
ー
ト
ン
・

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

緊急時の労務管理レポート特別
付録
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危機対策Q&A
テレワーク、就業規則見直し、情報開示、助成金……

緊急アンケートから質問

「今の就業規則のままでテレワークして大丈夫？」「やむを得ず休業するときも
給与の支払いは必要？」など、実際に現場で困ったことをリサーチ。専門家に回答してもらった。

Q3
感染拡大防止のためや、入居している
ビルが閉鎖になった場合などに、
テレワークを強制することはできますか？

Q2
今回のように急きょテレワークが
必要になったときのために、就業規則に
追加すべき項目はありますか？  

安全配慮のための
テレワーク指示は可能A3 セキュリティーや

BYOD規定などの整備を！A2
企業の安全配慮義務や通勤を免除するという観点から、

就業規則にテレワークの記載が無い場合でも、命ずるこ
とは可能と考えられます。国の要請や社会
情勢を鑑みると、就業規則に明記のないテ
レワーク勤務が違法と判断される可能性は
低いと思われます。

セキュリティーに関する項目、事業場外みなし労働時
間制、BYOD（Bring Your Own Device。個人所有
のパソコンやタブレットなどの端末を持ち込
み、業務に活用する仕組み）規程などの検討・
整備をしておくと良いでしょう。

望月建吾氏 杉山晃浩氏

テレワーク導入 について

業務に使用するものを新しく導入するのであれば、会
社負担による支給（貸与）が基本です。従業員が持って
いる私物（自宅インターネット環境やPCなど）を利用す
る場合は、私的利用と業務利用の明確な区別が困難です。
そのため、一定額を取り決めて会社が補助
することが望ましいでしょう。従業員に何
かしらの費用を負担させる必要がある場合
は、就業規則への定めも必要です。 林 雄次氏

会社支給が基本。費用負担させる場合は就業規則に明記するA1
就業規則改定までは、下記の取り扱いについてグランド

ルールを決めて、従業員個別に労使で合意書を得ておくこ
とをおすすめします。
グランドルールで決める項目
● 情報通信機器（セキュリティの水準を考慮）　
● 通信回線費用（工事費、通信費の一定割合を負担）　
● 文具、消耗品、郵送費等（立替清算の場合のルールなど）　
● 光熱水道費（「テレワーク勤務手当」として一定額を支
給など） など

Q1
すぐにテレワークが可能かどうかを従業員に尋ねたところ、
ネット環境やパソコンが自宅にない従業員が複数いました。
Wi-Fiやパソコンは会社から支給もしくは補助を
出さないといけないのでしょうか？

望月建吾氏

08

給与 や規則 について

Q7
休校になったため子どもを会社に連れて来たい
と言われたが、安全面の問題からしても
承諾して良いのかわかりません。
必要な規則や、従業員と取り交わすべき
書面はありますか？

ルールを決めたうえで
申出書や誓約書を整備するA7

①子どもを見るためのスペースの確保（安全面や衛生面、備品
の準備など）、②従業員の理解の確保（リスクヘッジと丁寧な説明）、
③ルール決め（病児の取り扱い、子どもの「お世話時
間」の勤怠・給与への反映など）の3点を社内で検討
しておく必要があります。決まったら、内容を反映
した「申出書」「誓約書」などの書式を整備しましょう。 望月建吾氏

Q5
天災や感染病にかかったなどで
従業員が勤務できない時に、
給与の支払いは必要ですか？

不可抗力の天災である場合は休業手当の支払
い義務は生じませんが、天災等の「可能性がある」
という状況で休業にした場合は、休業手当の問題
が生じる可能性があります。感染症の場合、感
染症予防法に基づく都道府県知事に
よる「就業制限」と労働安全衛生規
則に基づく「就業禁止」の場合には、
休業手当の支払い義務は生じません。 望月建吾氏

不可抗力による休業なら
給与支払いは不要A5

会社に責任がない不可抗力で休業した場合には、
給与支払いも休業手当も必要ありません。感染症
であれば、今回の新型コロナや新型インフルエン
ザなどの場合は不可抗力と考えられ
るのですが、季節性インフルエンザ
で休業させる場合は休業手当の支給
（平均賃金６割以上）が必要です。 林 雄次氏

始業・終業時に、社内チャットやメールで報告させるなど
のルールを設けましょう。特に残業については上司の目が届
きにくい分、「事前申請」を徹底させることが効
果的です。すべてを把握することは困難ですか
ら、一定要件を満たした上で事業場外みなし労
働時間制を適用することも、一つの方法です。 林 雄次氏

電子タイムカードを導入。残業は事前申請が有効A4
基本的には、電子タイムカードでの管理になります。定

期的にテレビ電話などで勤務状況を確認することも有効で
しょう。また、テレワーク用のシステムを使
うと時間把握が容易になります。こういった
システムの導入が難しい場合は、事業場外み
なし労働時間制の導入を検討しましょう。

Q4
テレワークの場合、実際にどのくらいの時間仕事をしたかを確認する方法がわかりません。
法令遵守した勤務時間や残業時間の管理はどうすれば良いですか？

杉山晃浩氏

Q6
感染症陽性の疑いで
2週間休まないといけない従業員が出た場合、
有休を使って休んでもらうことはできますか？

季節性インフルエンザ以外は
本人の希望なら有休利用は可A6

本人の意思で有給休暇として処理することは問題ありませんが、
有給休暇の使用を会社から強制することはできません。有給休暇
が足りない場合は欠勤として日数分の給与控除をす
ることは可能ですが、Q5のとおり季節性インフルエ
ンザ等で会社が休業を命じた場合は、別途休業手当
が必要です。 林 雄次氏

士業事務所の危機管理
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雇用調整助成金（特例措置）について

Q9
従業員から「公共交通機関での
通勤が不安なので自転車で通勤したい」
と相談されました。
交通費の支給は必要ですか? また、
通勤時の事故に労災は適用されますか？

Q11
今後、再び天災や感染症などが
起きて助成金の申請が
必要になったとき、スムーズに
申請手続きをするために
整えておかないといけない
労務管理や書類はありますか？

Q8
自社が入居しているビルの営業時間が
短縮になりました。その影響で
勤務時間が減った分の給与は
自社で補填しなければいけませんか？

就業規則・雇用契約書・賃金台帳・出勤簿は必須A11
厚生労働省の雇用助成金申請においては「就業規則・雇用契約書・賃金

台帳・出勤簿」が求められることが大半なので、常に備えておく必要があ
ります。なお、賃金台帳等は助成金に関係なく法令上作成す
る義務があります。存在しない書類を助成金申請のために後
から作成すると事実と異なる申請・書類と判断され、不正申
請と見なされれば企業名公表などのペナルティも課されます。

始業・終業時間の変更で
勤務時間の確保が可能な場合もA8

不可抗力や社員からの申し出ではなく、会社判断で
休業させる場合には、労働基準法所定の休業手当が
必要です。ただ、就業規則の「始業・終業時刻の変更」
を活用して始業時刻や終業時刻を前後にずらしたり、
他の拠点などでの業務遂行を命じることで、１日や１
週間の所定労働時間を減らすことなく就業させること
が可能な場合があります。これらがうま
く活用できる場合には、休業させること
なく、通常の賃金の支払いが可能になり
ますので、検討してみてください。 望月建吾氏

Q10
コロナの影響で
売上減や休業になった
場合に使える
助成金はありますか？　

雇用調整助成金あり。
特例措置で事後申請が可能A10

新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金
について特例措置が適用となっています。令和2年1月24日から
令和2年7月23日を開始日とする休業の特例や令和2年4月1日か
ら6月30日までの「緊急対応期間」の特例を盛り込
んで、申請要件の緩和がされました。また、これら
に伴う「休業等計画届」は事後提出が可能になりま
した。 望月建吾氏

助成金について

林 雄次氏

通常は交通費は支給しないが
これを機に自転車通勤規定の整備をA9

定期代実費相当を支給している場合、定期購入が発生して
いないなら通勤手当を支給しないのが一般的ですが、今回の
ような事情であれば従業員側に不利益が出ないような精算方
法を取り入れましょう。また、これを機に就業規則に自転車
通勤の定め（手当の算出方法や駐輪場・保険料負担について）
を整備するのも良いでしょう。労災については、
自転車通勤であっても合理的な方法・経路であ
れば認定される可能性が高いですが、最終的に
は労働基準監督署が判断します。 林 雄次氏

１. 通常の特例措置
 （休業等の初日が2020年1月24日～7月23日まで）

※教育訓練を実施した場合は、上記に加え、1人1日あたり1,200円を加算

新型コロナの影響で、売上高等が前年同期に
比べ10%以上減少したことにより、従業員に対し休業や教
育訓練等を実施した事業主

対象事業主

雇用保険の被保険者 　助成対象

支払った休業手当等の３分の２支払額（中小企業）

2. 緊急対応期間（2020年4月1日～6月30日）の特例

※令和2年4月10日現在の情報です。最新の情報については厚生労働省のホーム
ページでご確認ください

売上高減少5%以上に要件緩和対象事業主

雇用保険の被保険者以外の労働者も含む助成対象
※教育訓練を実施した場合は、上記に加え、1人1日あたり2,400円を加算

支払った休業手当等の５分の４に増額
（解雇等を行わない場合は10分の９）
支払額（中小企業）
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Q14
地震と火事の訓練はしていますが、
感染症などの対策や訓練については
未着手です。従業員向けの研修は
どのようにすれば良いですか？

Q12
感染症に対する自社の対応を
ホームページなどで発信するべき
でしょうか？　また、感染者が出た場合、
情報を開示すべきでしょうか？

自分ごととして認識できる
研修の時間を設けるA14

若い世代や健康な人は「自分は感染しない」「自分には関係
ない」という意識になりがちです。書面の整備などハード面
の改善だけではなく、従業員に感染症の怖さについて正確
な情報を伝えるとともに、部署ごとにディスカッションして
もらうことが有効です。「自分たちが感染症に
かかったら、周りの人や業務の進行にどのよう
な影響があるか？」を考えさせることで、自分
ごととして認識できるようになります。

適切な情報発信が重要
メールの署名欄活用も有効A12

会社として意思決定したことを適切に情報発信する
ことが大切です。お客様への個別の連絡、ホームペー
ジへの掲載、従業員のメールの署名に記載するなどして、
周知させましょう。また、感染者が出た場合にプレス
リリースをしなければならないという義務はありませんが、
「誰に迷惑をかけ、その人たちにはどうすれば情報が届
くのか」を考えて対応することが重要です。
特定の取引先のみなら、営業が個別に連
絡する、一般消費者なら新聞やホームペ
ージに掲載するのが良いでしょう。

Q13
感染症が広がっているなか、
従業員がプライベートでイベントへ
行くそうです。自粛を要請した場合、
どこまで効力がありますか？　

強制はできないが
服務規律に基づく協力の要請をA13

就業規則の服務規律では、「職場環境維持義務」「会
社が法令や安全配慮義務などを遵守できるよう社員も
協力する義務」などが規定されていることが一般的です。
社員に服務規律が適用されるのは、就業時間中や会社
施設内での行為であることが原則ですが、会社の社会
的評価に重大な悪影響を与えたり、企業
運営上欠かせない上記の義務に抵触し得
る場合には、ある程度会社が求める方策
に従わせる義務はあると考えられます。 望月建吾氏

勝俣良介氏

勝俣良介氏

情報開示や従業員の管理 について

Q15
天災や感染症など不慮の出来事に備えて
見直しておくべき制度、
働き方などはありますか？

業務フローの見直しのほか
残業削減の風土づくりも重要A15

「職場で業務をする」という前提を捨てた準備が必要です。
できる限りオンラインでのやり取りに変更するほか、根本的
な業務フロー見直しやデジタル化に向けたシステム導入を
検討すべきでしょう。サイボウズ株式会社のkintoneなど、
勤怠報告・交通費精算・ファイル管理・メールなど機能を
ひとまとめにできるシステムが便利です。また、
残業は急に減らせるものではないため、日頃か
ら不要な業務の削減や長時間労働の抑制が根
付くような風土づくりも大切です。 林 雄次氏

「緊急時の労務管理レポート」
ダウンロード方法

② トップページの「ピックアップ」から「月刊プロパートナー
5月号特別付録　緊急時の労務管理レポート」をクリック

③ パスワードを入力してダウンロード
 ※パスワード　2020pp05

① プロパートナーONLINEにアクセス
検 索プロパートナーONLINE

1

2

3

特別付録

士業事務所の危機管理
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リスク管理の専門家に聞く

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
や
天
災

な
ど
の
リ
ス
ク
が
発
生
し
た
際
、
経
営
者

に
求
め
ら
れ
る
の
は
意
思
決
定
で
す
。
マ

ス
ク
装
着
・
手
洗
い
う
が
い
の
徹
底
や
テ

レ
ビ
会
議
や
テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入
、
休
暇

取
得
と
い
っ
た
基
本
的
な
対
策
が
で
き
て

い
る
企
業
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

従
業
員
の
安
全
確
保
や
事
業
継
続
に
関
し

て
、
必
要
な
意
思
決
定
が
十
分
に
で
き
て

い
ま
す
で
し
ょ
う
か
？

リ
ス
ク
発
生
時
は
ま
ず
、
重
要
な
意
思

決
定
を
行
う
た
め
の
対
策
本
部
を
立
ち
上

げ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
対
策
本
部
で
決

め
る
べ
き
こ
と
は
、「
行
動
指
針
」「
今
後

に
つ
い
て
」
の
大
き
く
２
つ
で
す
。

「
行
動
指
針
」
と
は
、
感
染
拡
大
防
止
に

向
け
て
、
ま
た
事
業
遂
行
に
つ
い
て
、
会

社
と
従
業
員
が
取
る
べ
き
行
動
の
決
定
で

す
。
例
え
ば
、
オ
フ
ィ
ス
内
で
の
感
染
予

防
と
し
て
、
人
と
の
交
流
を
増
や
す
フ
リ

ー
ア
ド
レ
ス
制
を
や
め
る
、
大
勢
で
の
会

議
を
禁
止
す
る
。
ほ
か
に
も
、
経
営
幹
部

や
総
務
部
門
の
社
員
な
ど
、
同
じ
役
割
・

機
能
を
担
う
人
を
一
緒
に
行
動
さ
せ
な
い

よ
う
な
シ
フ
ト
を
組
む
、
感
染
者
が
出
た

場
合
に
備
え
て
従
業
員
に
行
動
記
録
を
つ

け
さ
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
大
切
で
す
。

事
業
遂
行
に
関
し
て
は
、「
会
社
に
と

っ
て
重
要
な
事
業
は
絶
対
に
止
め
な
い
」

事
業
継
続
の
た
め
に

リ
ス
ク
の
洗
い
出
し
が
必
要

今後想定されるリスク
感染のさらなる拡大や風水害などの災害に備え、

事務所に起こり得るリスクを洗い出し、対策を立てよう。

外的
要因

■ 世の中のニーズや感染症耐性のあるビジネスモ
デルへのシフトが加速し、自社サービスに対す
るニーズが増える／減る

■ 地震や風水害災害に見舞われ、感染症対策と地
震・風水害対応の間で大混乱が起こる

※一例

信用
失墜

■ 従業員がSNSなどを通じて不謹慎な発言を行う
■ 従業員の感染者や濃厚接触者に対する福利厚
生や、従業員や取引先への情報発信が不十分
で不信感が増大する

労働
安全
衛生

■ 従業員や従業員の家族に感染者が出て、就労で
きる人員が激減する

■ 過度なリモートワークが従業員に新たなストレ
スを生じさせる

事業
継続

■ 属人化している業務に従事する社員が感染し、
重要業務が中断する

■ 重要な取引先が倒産する

ニュートン・コンサルティング株式会社

取締役副社長 勝
かつ

俣
また

良
りょう

介
すけ

氏

オックスフォード大学経営学修
士（MBA）。ITセキュリティスペ
シャリストとして活躍後、2001
年に渡英。Newton ITに入社
し、セキュリティビジネスを担当。
2006年、リスクマネジメントに特
化したニュートン・コンサルティン
グ株式会社を設立。

危
機
の
真
っ
た
だ
中
だ
か
ら
こ
そ

リ
ス
ク
の
想
定
と
意
思
決
定
を

今
後
も
起
こ
り
う
る
感
染
症
の
蔓
延
や
風
水
害
な
ど
の
天
災
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
を
受
け
、
今
取
り
組
む
べ
き
こ
と
と
、
今
後
に
向
け
て

考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
を
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
の
勝
俣
良
介
氏
に
聞
い
た
。

リ
ス
ク
発
生
時
に
決
め
る
べ
き
３
つ
の
こ
と

12

の
か
、「
安
全
第
一
で
、
重
要
な
事
業
で

あ
っ
て
も
止
め
る
場
合
が
あ
る
の
か
」
と

い
う
行
動
指
針
が
必
要
で
す
。

「
今
後
に
つ
い
て
」
は
、
従
業
員
や
従
業

員
の
家
族
に
感
染
者
が
出
た
場
合
の
対
応

方
針
で
す
。
例
え
ば
、
感
染
者
が
出
た
ら

事
業
所
を
閉
鎖
す
る
の
か
、
閉
鎖
す
る
な

ら
い
つ
ま
で
か
を
決
め
て
お
か
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
契
約
期
間
を
延
長

す
る
か
ど
う
か
の
決
定
な
ど
、
既
存
ビ
ジ

ネ
ス
の
契
約
見
直
し
も
必
要
で
す
。

会
社
の
方
針
と
そ
の
背
景
が
わ
か
ら
な

い
と
、
従
業
員
は
不
安
に
感
じ
ま
す
。
意

思
決
定
し
た
ら
、
決
定
事
項
と
「
な
ぜ
そ

の
よ
う
に
決
定
し
た
か
」
を
従
業
員
に
情

報
共
有
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

こ
う
い
っ
た
意
思
決
定
が
で
き
た
ら
、

次
に
や
る
べ
き
こ
と
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス

メ
ン
ト
で
す
。
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と

は
、
今
後
起
こ
り
う
る
リ
ス
ク
を
想
定
し
、

優
先
的
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
と
対
策
を
決

め
る
こ
と
で
す
。

例
え
ば
一
般
的
に
は
今
後
、「
今
い
る

従
業
員
の
半
数
し
か
稼
働
で
き
な
く
な
っ

た
」「
倒
産
企
業
が
増
え
、
自
分
た
ち
の
事

業
に
影
響
が
出
る
」「
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や

社
会
ニ
ー
ズ
が
通
信
技
術
を
使
っ
た
も
の

に
変
化
し
、
自
分
た
ち
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ

ル
が
陳
腐
化
す
る
」
と
い
っ
た
リ
ス
ク
が

想
定
で
き
ま
す
。
ま
た
、
属
人
化
し
て
い

る
業
務
が
多
い
な
ど
、
自
社
特
有
の
リ
ス

ク
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク

を
洗
い
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
の
大

き
さ
を
検
討
し
た
上
で
、
優
先
的
に
対
応

す
る
リ
ス
ク
と
、
そ
の
対
策
を
決
め
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン

ト
を
実
施
で
き
て
い
る
企
業
は
、
ま
だ
ま

だ
少
な
い
の
で
す
。

未
曾
有
の
事
態
に
、
世
の
中
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
が
流
れ
て
い
ま
す
が
、
自
分

た
ち
の
組
織
は
自
分
た
ち
で
守
っ
て
い
く

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
手
段
の
一
つ
と

し
て
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
非
常
に

重
要
で
す
。

感染症発生時に
取り組むべきことのチェックリスト

士業事務所の危機管理

緊急!

目の前のこと

基本的な対策が打てているか？

 人や施設の衛生面の強化（手洗い、うがい、マスク装着の徹底）
 人的接触機会の抑制（テレビ会議、テレワーク、通勤時間変更、休
暇取得の推奨。テレワークで実施可能な業務への一時的なシフト）

 同じ役割・機能を担う従業員を一緒に行動させない
 従業員に行動記録をつけさせる
 従業員に対する啓発・教育を行う

モニタリングの実施ができているか？

 社員の健康モニタリング（社員本人・家族の体調異変についての
報告の促進）

 感染症に関する情報収集（厚生労働省、WHOなど信頼性の高い
情報の収集）

 助成金に関する情報収集（厚生労働省HPに掲載）
 次に同様のリスクが発生したときに備えて、いつ対策本部を立て
たか、いつからテレワークを始めたかなど活動記録をとっておく

必要な意思決定ができているか？

 行動指針（感染拡大防止について／事業遂行について）
 社員の家族に感染者が出た場合の対応策
 社員に感染者が出た場合の対応策
 感染が疑われる体調不調の際の対応および休暇に関して
 重要業務の休止の有無について
 既存ビジネスの契約見直しについて

適切な情報発信・共有ができているか？

 社員に対して（意思決定事項、行動指針、感染時の対応について
の共有）

 取引先・顧客に対して（個別連絡、HPへの掲載など適切な情報
発信ができているか）

リスクの想定・分析・対応策ができているか？

これからのこと

 今後、自社が直面すると想定されるリスクの洗い出し
 上記リスクの影響度の算定
 優先的に対応するリスクの決定と対応策の検討

BCP（事業継続計画）の整備・見直し

終息後のこと

 ルールや文書などハード面の整備・見直し
 教育・訓練・研修などソフト面の準備
 PDCAサイクルを回してハード面、ソフト面の改善
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